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相　

談

法
的
ト
ラ
ブ
ル
で
困
っ
た

と
き
は
日
本
司
法
支
援
セ

ン
タ
ー「
法
テ
ラ
ス
」へ

法
的
な
困
り
ご
と
は
、
ま
ず
、

法
テ
ラ
ス
に
お
電
話
く
だ
さ
い
。

解
決
に
役
立
つ
情
報
を
提
供
し
た

り
、
法
律
相
談
の
窓
口
を
紹
介
し

ま
す
。
ま
た
、
資
力
の
乏
し
い
方

に
対
し
て
は
、
無
料
で
法
律
相
談

を
行
い
、
裁
判
、
調
停
、
交
渉
の

代
理
人
と
し
て
弁
護
士
・
司
法
書

士
に
依
頼
す
る
必
要
が
あ
る
場
合

に
は
、
審
査
の
う
え
、
弁
護
士
等

を
紹
介
し
、
そ
の
費
用
を
立
て
替

え
ま
す
。

■
法
テ
ラ
ス
サ
ポ
ー
ト
ダ
イ
ヤ
ル
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（
月
〜
金
曜
日
午
前
９
時
〜
午

後
９
時
、
土
曜
日
午
前
９
時
〜
午

後
５
時
）

■
問
い
合
わ
せ
先

法
テ
ラ
ス
栃
木
（
日
本
司
法
支

援
セ
ン
タ
ー
栃
木
地
方
事
務
所
）

☎
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宇
都
宮
市
本
町
４
-15

宇
都
宮
Ｎ
Ｉ
ビ
ル
２
階

「
動
く
知
更
相
」を

実
施
し
ま
す

遠
隔
地
等
の
た
め
、
と
ち
ぎ
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
を

利
用
す
る
こ
と
が
困
難
な
方
に
対

し
て
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ

ン
タ
ー
の
職
員
が
来
所
し
、
療
育

手
帳
の
再
判
定
を
行
う
ほ
か
、
本

人
や
保
護
者
の
方
か
ら
の
相
談
に

応
じ
必
要
な
助
言
を
行
い
ま
す
。

相
談
等
に
は
事
前
の
予
約
が
必

要
で
す
。
ご
希
望
の
方
は
、
電
話

で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
日　

時　

2
月
25
日
㈪

午
前
10
時
〜

■
場　

所

小
山
市
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

■
内　

容

①
療
育
手
帳
の
再
判
定

②
そ
の
他
生
活
相
談
等

※ 

新
規
の
療
育
手
帳
の
判
定
は
で

き
ま
せ
ん
。

■
対
象
者

18
歳
以
上
の
知
的
障
が
い
者
及

び
そ
の
保
護
者
、
関
係
機
関
等
で

相
談
を
必
要
と
す
る
方

■
申
し
込
み
締
め
切
り

1
月
11
日
㈮

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

社
会
福
祉
課
☎（
52
）１
１
１
２

司
法
書
士
無
料
法
律
相
談

会
の
開
催

■
相
談
内
容

・ 

不
動
産
登
記
関
係
（
相
続
、
遺

言
、
売
買
、
贈
与
な
ど
）

・ 

商
業
・
法
人
登
記
関
係
（
会
社
・

法
人
設
立
、
会
社
・
法
人
変
更
、

定
款
変
更
な
ど
）

・ 

多
重
債
務
関
係
（
債
務
整
理
、

過
払
い
金
返
還
請
求
、
民
事
再

生
、
自
己
破
産
）

・ 

裁
判
手
続
き
関
係
（
１
４
０
万

円
を
超
え
な
い
簡
易
裁
判
所
の

民
事
裁
判
手
続
き
）

・
成
年
後
見
関
係

■
相
談
日

12
月
26
日
㈬

午
前
10
時
〜
正
午

■
会　

場

下
野
市
ゆ
う
ゆ
う
館
会
議
室
２

（
下
野
市
小
金
井
7
8
9
番
地
）

■
相
談
時
間

１
相
談
者
あ
た
り
概
ね
30
分
間

（
予
約
制
）

■
予
約
先

〒
3
2
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0
4
3
1

　

下
野
市
薬
師
寺
3
3
1
1
番
地
23

小
杉
司
法
書
士
事
務
所

☎（
21
）6
3
1
2

■
問
い
合
わ
せ
先

・
栃
木
県
司
法
書
士
会

小
山
支
部
長　

小
杉
孝
一

小
杉
司
法
書
士
事
務
所

　

下
野
市
薬
師
寺
3
3
1
1
番
地
23

☎（
21
）6
3
1
2

・
栃
木
県
司
法
書
士
会

　
小
山
支
部
副
支
部
長 

飯
島
陽
子

飯
島
陽
子
司
法
書
士
事
務
所

下
野
市
医
大
前
3
丁
目
10
-13

☎（
44
）4
9
1
7

行
政
書
士
専
門
相
談

相
続
や
遺
言
、
農
地
転
用
、
開

発
行
為
な
ど
役
所
に
提
出
す
る
書

類
や
手
続
に
関
す
る
こ
と
。
ま
た

成
年
後
見
、
離
婚
に
つ
い
て
の
相

談
を
受
け
ま
す
。

■
日　

時

12
月
27
日
㈭

午
前
10
時
〜
正
午

■
場　

所

ゆ
う
ゆ
う
館　

会
議
室
２

事
前
予
約
が
必
要
で
す
。

定
員
４
名

■
予
約
及
び
問
い
合
わ
せ
先

行
政
書
士
会
小
山
支
部

高
山　

久
☎（
53
）1
6
7
2

就　

職

職
業
能
力
開
発
講
習
会

■
シ
ー
ケ
ン
サ
ー
の
基
礎

・
定
員　

10
名

・
実
施
期
間

１
月
22
日
㈫
〜
24
日
㈭

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

・
受
講
料　

４
，
８
２
０
円

■
ガ
ス
溶
接
技
能
講
習

・
定
員　

20
名

・
実
施
期
間

１
月
31
日
㈭
〜
２
月
１
日
㈮

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

・
受
講
料　

４
，
８
２
０
円

※ 

開
催
日
１
週
間
前
又
は
定
員
に

な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
。
電

話
等
で
確
認
し
て
か
ら
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

※ 

受
講
料
は
栃
木
県
収
入
証
紙
に

て
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

栃
木
県
立
県
南
産
業
技
術
専
門
校

☎
０
２
８
４（
91
）０
８
０
３

イ
ベ
ン
ト

お
知
ら
せ

募　
　

集

相　
　

談

就　
　

職

くらしの情報


